
出資法人等評価・カルテシート（平成 26年度分） 

１ 出資法人等の概要 

団体名 一般財団法人 豊中市医療保健センター 

所在地 上野坂 2丁目 6番 1号 所管部局・課 健康福祉部 保健企画課 

設立年月日 昭和 49年 3月 27日 代表者 理事長 武井眞一 

基本金・資本金 3,000,000円 うち市出資額（率） 1,500,000 円（50.0％） 

設立目的 豊中市医師会、豊中市歯科医師会、豊中市薬剤師会及び豊中市の連携に基づき、豊

中市の地域医療体制を確立し、もって地域住民の健康の維持及び福祉の充実を図り、

公益の増進に寄与することを目的とする。 

 

２ 役員・職員関係                        各年 4月 1日現在 

 H24 H25 H26 

 市派遣 市 OB  市派遣 市 OB  市派遣 市 OB 

役員 常勤 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

非常勤 12 4 1 10 3 0 12 4 1 

職員 常勤 71 10 0 67 10 0 61 10 0 

非常勤 39 0 3 52 0 3 71 0 2 

役員の平均年間報酬（H25年度、千円）※常勤のみ 0 職員の平均年間給与（H25年度、千円）・平均年齢 ※常勤のみ 5,596 千円・40.9歳 

 

３ 財務関係 

 

 

 

 

 

 

 

損
益
計
算
書 

 金額（千円） 

H23 H24 H25 

総収入 985,385 1,009,520 952,818 

（うち市受入金） 265,902 278,584 236,638 

総費用 938,951 982,030 957,718 

経常損益 53,139 4,200 ▲15,561 

当期損益 46,434 27,490 ▲4,900 

貸
借
対
照
表 

 金額（千円） 

H23 H24 H25 

資産の部合計 695,275 716,132 683,746 

負債の部合計 234,924 228,291 200,805 

(うち有利子負債) 0 0 0 

純資産 460,351 487,841 482,941 

利益剰余金 457,351 484,841 479,941 

平成 25年度実施分 商法法人以外 



 

４ 市の財政的関与の状況                         （単位：千円） 

 H23 H24 H25 主な内容、算出根拠等 

フ
ロ
ー 

補助金 － － －  

 
事業費 － － －  

運営費 － － －  

委託料 
93,212 98,425 91,596 休日等急病診療事業、障害者歯科診療事業 

地域包括支援センター事業 

指定管理委託料 0 0 0  

その他 172,690 176,659 145,042 負担金 

計 265,902 275,084 236,638  

ス
ト
ッ
ク 

貸付金残高 60,000 30,000 0 運転資金 

債務保証残高 0 0 0  

損失補償残高 0 0 0  

出資金 0 0 0  

その他 1,500 1,500 1,500 出捐金 

計 61,500 31,500 1,500  

 

５ 経営の状況 

（１）出資法人等の主な事業 

事業名 事業内容 活動指標 H23 H24 H25 

休日等急病診療事業 休日等における豊中市内の初

期救急医療機関として、内科・

小児科・歯科の診療を行う。 

受診者数 5,387人 5,220人 5,394人 

障害者歯科診療事業 心身に障害があり、一般の歯

科医院での治療が困難な患者を

対象に、歯科診療を行う。 

受診者数 2,437 人 2,463 人 2,332 人 

在宅ねたきり者訪問歯科

診療事業 

在宅でねたきりの状態にあ

り、歯科医院への通院が困難な

40 歳以上の患者を対象に、居宅

に訪問して歯科診療を行う。 

受診者数 276人 213人 241人 

保健・福祉施設訪問歯科診

療事業 

豊中市内の保健・福祉施設に

入所しながら歯科診療を必要と

する患者を対象に、訪問歯科診

療を行う。 

受診者数 668人 731人 731人 

看護専門学校事業 地域医療体制確立の人的資源

となる看護師を養成する。 

看護師国家試験

合格率 
97.2％ 100％ 97.8％ 

介護老人保健施設事業 自立した日常生活に必要な身

体の機能回復を目的に、高齢者

の機能訓練を行う介護老人保健

施設を指定管理者として運営す

る。 

入所者数 

通所者数 

入所者 

35,861人 

通所者 

8,685人 

入所者 

35,576人 

通所者 

8,561人 

入所者 

35,143人 

通所者 

8,683人 

 



 

（２）財務指標 

指標 視点 内容 H23 H24 H25 

市受入金比率 
市受入金／経常収益×100 

自立性 
 
 

市への財政的依存度を表わします。一般的

に数値が低いほど、財政的に自立性が高い

といえます。 

27.0% 27.9% 25.1% 

人件費比率（％） 
人件費／経常費用×100 

効率性 
 

数値が低いほど財務の弾力性が高いといえ

ます。総支出における相談業務等のマンパ

ワーが業務の中心となる団体については高

くなる傾向にあります。 

54.0% 52.4% 54.4% 

管理費比率（％） 
管理費／経常費用×100 

効率性 コスト体質を表すもので、一般的に数値が低

いほど効率が良いとされます。 
6.6% 8.7% 6.9% 

正味財産比率（％） 
正味財産合計／（負債＋正味財産合計）×100 

安全性 負債及び正味財産合計に対する正味財産合計

の割合。自己資本の比率が高いほど資本構成

が良く、経営の安全性が高いといえます。 

66.2% 68.1% 70.6% 

固定比率（％） 
固定資産／正味財産合計×100 

安全性 正味財産合計に対する固定資産の割合。固

定資産を返済不要な正味財産合計でまかな

われているかを表します。100％未満であれ

ば安全性が高いといえます。長期的な経営

の安全性を示しています。 

77.7% 81.4% 81.4% 

流動比率（％） 
流動資産／流動負債×100 

安全性 1 年以内に返済を要する負債に対する 1 年

以内に資金化できる資産の割合。数値が高

いほど支払い能力が高いといえます。100％

を下回る場合は注意が必要です。 

461.2% 369.7% 457.5% 

 

 

（３）その他 

ア 給与体系 

区分 □独自体系  ■市の体系を準用  □その他（              ） 

見直し予定 □予定あり（   年度予定） □なし ■済み（平成 25 年 4月） 

イ 情報公開 

公開ツール ■ホームページ（URL： http://www.tmhc.or.jp/               ） 

□広報紙 ■事務所備え付け □その他（                  ） 

公開内容 ■定款 □役員名簿 ■事業計画 ■事業報告 □経営計画 ■財務諸表 

ウ 指定管理者の状況 

施設名 指定管理期間 備考 

豊中市立介護老人保健施設かがやき 平成 23年 4 月 1日 

～平成 28年 3月 31日 

 

豊中市立在宅介護支援センターかがや

き 

平成 23年 4 月 1日 

～平成 28年 3月 31日 

豊中市立介護老人保健施設かがやき

に併設 

 

６ 経営上の課題  

●地域医療におけるセーフティネットの役割を担う体制の維持に必要な、安定した財源の維持 

●組織の自律的なマネジメントを継続するための次世代を担う人材の育成 

●実施事業のうち指定管理業務の割合が高いことから、指定管理業務の収益力を高める。 

●実施事業の改廃及び新規事業の開拓など、新たな収益機会の確保 

 

 

 

 

http://www.tmhc.or.jp/


 

７ 経営改革の取り組み（平成 25年度）  

項目 取り組み内容 今後の課題・方向性 

経営コンサルタントの

活用 

法人全体の経営改善の取り組みとして、

経営コンサルタントを活用し、提案を求め

ました。 

コンサルタントは、医業経営に精通した

中小企業診断士、社会保険労務士及び税理

士でチームを編成し、それぞれの専門分野

から分析・提案を得ました。 

提案内容に基づき、事業規模が大きくか

つ介護保険事業として収益性を備えてい

る介護老人保健施設事業の経営改善に重

点を置き、介護報酬の加算取得、人件費及

び物件費の節減、業務改善、経営意識改革

の4項目をさらに推し進める必要がありま

す。 

収益の確保 

 

介護老人保健施設事業において、前年度

から取組んでいる在宅復帰率の向上につ

いては、加算の算定できる水準に達するこ

とができました。 

在宅復帰率については、今後も、算定可

能な水準を維持し、増収を図ります。 

事業の見直し 

 

 

豊中看護専門学校での看護師養成事業

については、看護教育の高度化に伴い、大

学での看護師養成が求められる中、看護職

員需給見通しの内容を踏まえ、所期の目的

を達成したと判断しました。 

ついては、同校の閉校を前提に、平成２

７年度入学生を最後に、新入学生の募集を

停止することとしました。 

閉校後の施設の有効活用と新規事業の

展開を、計画的に進めて行く必要がありま

す。 

経営管理の強化 

 

 

 

経営管理を強化するため、並列の関係に

ある法人内の各部門間の意識・情報の共有

を一層推し進めるため、事務局の機能強化

を図りました。 

平成 26 年度から、法人の管理部門であ

る事務局の機能として、法人内の総合調整

機能を明確に位置づけたことに伴い、効率

的に調整機能を果たすよう、体制の強化も

含め、経営管理の実効性を高める必要があ

ります。 

 



 

８ 出資法人等の自己評価  

評価の視点 評価 今後の取り組み方針 

必要性 

・実施事業は、社会状況、

環境変化や市民ニーズに

適合しているか 

 

診療所の各事業は、豊中市域における休日の

初期救急医療機関として、また、一般の歯科医

院での治療または通院が困難な患者のセーフ

ティネットとして、より充実が求められる状況

となっています。 

 豊中看護専門学校での看護師養成事業につ

いては、看護教育の高度化に伴い、大学での看

護師養成が求められる中、看護職員需給見通し

の内容を踏まえ、所期の目的を達成したと判断

しました。 

在宅ねたきり者訪問歯科診療事業において

は、対象者の年齢制限を廃止することで、セー

フティネットとしての機能をさらに充実させ

てまいります。 

また、看護師の養成事業については、豊中看

護専門学校の閉校を前提に、平成 27 年度入学

生を最後に、新入学生の募集を停止することと

し、施設の有効活用を念頭に、市民ニーズに合

致した新規事業の検討に取り組んでまいりま

す。 

効率性 

・人的・物的な経営資源は

有効に活用しているか 

・組織体制、人事給与水準

は適正か 

 

法人運営のマネジメント強化を図るため、事

務局の機能を充実させる必要があります。 

また、看護師や介護従事者など採用困難な人

材の確保と事業収益に見合った人件費水準を

両立させる組織体制、人事給与水準の検討が必

要となっています。 

事務局の体制強化を含め、課題解決力と経営

管理の実効性を高めてまいります。 

また、引き続き介護保険事業を中心に、人件

費及び管理経費の見直しに取り組み、経費の縮

減を図ってまいります。 

有効性 

・意図する成果に有効に結

びついているか 

 

 

設立の背景から、医師会、歯科医師会及び薬

剤師会と有効に事業連携ができています。 

診療所事業については、行政と連携して、災

害対策の拠点の一つとなり、地域医療のセーフ

ティネットの一部を担うものとして、ますます

重要となっています。 

保健所との連携を一層強化し、地域医療の拠

点の一つとして、機能を高めてまいります。 

総合評価 

 
施設内に三師会の事務所があり、意思決定の

拠点となっていることから、連携拠点として優

位性を保っています。 

事業実施については、自己の施設、独自のノ

ウハウ及びネットワークを活かし、安定的な体

制を維持するとともに、効率的に高いサービス

水準を維持しています。 

しかし、指定管理事業を中心とした介護保険

関連事業については、介護報酬が頭打ち傾向に

あることから抜本的な経費抑制が急務になっ

ていると考えています。 

地域医療体制の確立が支える医療・介護分野

におけるセーフティネット機能に対する住民

の期待は、今後も増大することが見込まれま

す。 

一方、サービス水準の維持・向上のためには、

社会情勢の変化に伴う課題の複雑化に備え、法

人運営のマネジメント強化を図ってまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 



 

９ 市による評価 

評価の視点 評価内容 課題・方向性 

団体の存在意義 

（必要性） 

・出資目的は薄れていないか 

・市の施策の方向性に適合して

いるか 

救急医療・障害者等歯科医療の提

供、介護老人保健施設の運営、看護師

の養成等を通じ、団体の設立目的であ

る市域の医療体制の構築に大きく貢

献できている。 

とくに経営面で不採算となる救急

医療・障害者等歯科医療については、

民間事業者においては参入が難しく、

共同出資者である医師会・歯科医師会

と連携し効果的に実施されている点

については評価できる。 

社会環境が大きく変化する中、団体

の設立目的を常に意識し、自らの存在

意義が薄れることのないよう事業展

開を進める必要がある。 

今後は社会情勢の変化に対応した

ニーズについて、市と共通認識を持ち

つつ、既存事業のあり方や今後の事業

展開について、また新規事業の実施に

ついて、検討していく必要がある。 

 

団体の活動領域 

（効率性・有効性） 

・出資法人等を活用するメリッ

トはあるか 

・出資法人等にしかできないこ

とか 

 

法人が営む自主事業においては、休

日急病診療所の運営など団体の設立

目的に沿った事業が実施できている。 

また指定管理者としては、高い公共

性を有する団体として、施設の運営と

市民サービスの質の向上との両立に

努めている。 

 

すべての事業において、市の行財政

運営に準じた事業の効率化が求めら

れるが、とくに介護保健制度の中で運

営されている介護老人保健施設事業

については、経営面において、国の社

会保障制度改革の動向を見据えた戦

略的な事業運営が求められる。経営の

健全性を担保しつつ、常にサービスの

質的向上を目指す必要がある。 

団体と市との関係性 

（効率性・有効性） 

・事業の成果が市の施策の推進

にどれだけ貢献しているか 

・市の関与は適切か 

現在市のＯＢ2名が事務局へ出向し

ている。内 1 名が団体理事を兼務して

おり、このほか市健康福祉部長も理事

を務めている。また理事長は副市長が

務めており、市の意向が財団運営に反

映できるよう適度な関係が構築でき

ていると考えている。 

また、共同出資者である医師会・歯

科医師会・薬剤師会とも良好な関係に

あり互いに連携しながら市域の救急

医療体制の推進に尽力している。 

収入に占める市負担金等の割合は

平成 25 年度 25.1％で、引き続き 30％

を下回っており、財政面からも自立性

が担保できている。 

効率的な組織運営においては、法人

運営のマネジメントができる人材の

育成が急務である。 

財政面においては、市負担金に依存

せずに自立した経営を行うために、組

織体制や人事給与水準の見直しなど

による経費縮減を図りつつ、実施事業

のなかで歳入確保に努めていく必要

がある。 



総合評価 上記のことから団体においては、自

らの存在意義を常に意識し、市の施策

を補完するかたちで、設置目的に沿っ

た事業運営がなされている。 

介護老人保健施設の指定管理業務

については、第三者評価や経営コンサ

ルタント、市のモニタリング会議など

で問題点として指摘された項目につ

いて、今年度改善の取組みを確実に実

施する必要がある。 

今後も市の出資団体として市が抱

える行政課題を常に意識しながら、事

業展開を図る必要がある。団体設立か

ら 30 年以上が経過しており、とくに

長期に実施している既存の事業につ

いては、改めて事業の在り様、実施の

意義について検討する必要がある。 

また、新たな事業展開を図る上で

は、団体の自立性を担保する観点か

ら、自主財源の確保を図れるよう取り

組みを進める必要がある。 

 


